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令和２年度税制改正の概要

復興特区税制及び福島特措法税制に関する所要の措置

施策の背景

〇 復興・創生期間後の復興特区税制について、次期通常国会において復興特区法を改正し、対象地
域を重点化するための規定を設け、その上で、令和３年度税制改正においては課税の特例を踏まえた
適用期限の延長等を行う。

〇 福島県については、復興特区税制の対象地域の見直しにあわせ、次期通常国会において福島特措
法を改正し、福島イノベーション・コースト構想の推進及び風評対策に係る課税の特例の規定を設け、
その上で、令和３年度税制改正においては課税の特例を踏まえた税制措置を講ずる。

〇令和２年度税制改正大綱（令和元年12月12日）（抄）
第一 令和２年度税制改正の基本的考え方
６．その他
（３）東日本大震災からの復興

東日本大震災からの復興に関し、次期通常国会における復興・創生期間後に向けた東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生
特別措置法の見直しに当たり、復興の進捗状況を踏まえ、復興特区税制について対象地域を重点化するとともに、福島特措法税制に
ついて福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積及び風評払拭に係る課税の特例の規定を設ける。

〇「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針（令和元年12月20日閣議決定）（抄）
Ⅱ.「復興・創生期間」後の基本方針
２．復興を支える仕組み
（２）法制度
① 東日本大震災復興特別区域法
・ 復興特区税制について、津波被害が甚大な地域には、人口や働く場等の減少が著しいにもかかわらず、区画整理事業等による基
盤整備に時間を要し、企業立地等が進んでいない地域が残ると見込まれることから、著しい被害を受けた地域が引き続き、着実に
産業復興に取り組めるよう、東日本大震災復興特別区域法を改正し、対象地域を重点化した上で、適用期限の延長等を行うことに
ついて検討する。
② 福島復興再生特別措置法
・ 復興特区税制の対象地域の見直しにあわせ、福島復興再生特別措置法を改正し、福島イノベーション・コースト構想の産業集積に
向けた取組の加速化や風評被害などの課題に対応した税制措置等を検討する。



【参考】現行の復興特区税制の概要
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〇 避難解除区域等内において帰還環境整備推進法人（※）に対して土地等を譲渡した場合等に、以下の特例措置
を適用する（赤字部分は今回改正部分）。

改正後の特例の内容

令和２年度税制改正の概要

帰還環境整備推進法人に対して土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長

○ 帰還環境整備推進法人が実施する土地集約化事業のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税
の特例措置について、適用期限（令和元年12月31日）を３年間延長し、令和４年12月31日までとする。

〔令和４年
３月31日まで〕

【所 得 税】 軽減税率（2,000万円以下：15％→10％）
【個人住民税】 軽減税率（2,000万円以下：５％→４％）
【法 人 税】 法人重課（５％）の免除 〔課税停止中〕
【登録免許税】 所有権移転登記（本則２％→１％）

地上権設定等の登記（本則１％→0.5％）

（１） 公共施設（※）の整備に関する事業（公共施設整備事業）のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合等

○ 帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合

【所得税・個人住民税】 譲渡所得からの1,500万円特別控除
【法 人 税】 1,500万円損金算入
【登録免許税】 所有権移転登記（本則２％→１％）

地上権設定等の登記（本則１％→0.5％） 〔令和４年３月31日まで〕
【不動産取得税】 課税標準からの土地の価額の１／５控除

（２） 帰還する住民の生活及び地域経済の再建の用に供するために土地を集約して適正な形状、面積等を備えた一団の土地（おお
むね500㎡以上）とする事業（土地集約化事業）のために帰還環境整備推進法人に土地等を譲渡した場合

（※） 駐車場、駐輪場、集会施設、休憩施設、案内施設、道路、公園、緑地、広場

＜土地の集約化のイメージ＞

土地の価値の向上、譲渡・賃貸の活発化

土地の集約化

○ 帰還環境整備推進法人が土地及び償却資産を取得した場合、又は、帰還環境整備推進法人に土地及び償却資産の管理を無
償で委託した場合
【固定資産税・都市計画税】 課税標準を１／３に減額 〔令和４年３月31日まで施設整備完了分につき５年間〕

〔令和４年
12月31日まで〕

（※） 避難指示の対象となった12市町村において、まちづくりや帰還環境整備の面で行政の機能を補完する団体として当該12市町村が指定す
る一般社団法人等。
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